
2023年10月　

ぐんぎんリース株式会社

　インボイス制度への対応について

2023年10月1日より開始された適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関して、当社の

インボイス制度への対応についてご案内します。

１．適格請求書発行事業者の登録番号について

　　当社は、2022年8月に適格請求書発行事業者の登録が完了しております。

　　適格請求書発行事業者登録番号　　Ｔ４０７０００１０００９２２

２．お客さまに発行するインボイスについて

・お客さまに発行する「適格請求書（インボイス）一覧」をご参照ください。

・当社では、｢ご請求一覧表｣をインボイスの要件に適合させたうえで、リース料などに係る

　インボイスとして交付します。

　なお、｢ご請求一覧表｣のサンプルイメージは、別紙をご参照ください。

・ファイナンス・リース取引(※)および割賦販売取引は、検収日に資産の譲渡があったもの

　とされることから、インボイスにはリース料(または賦払金)の総額の記載が必要となりま

　す。｢ご請求一覧表｣では、リース料（または賦払金）の総額を記載することにより、イン

　ボイスの要件を満たすことになります。

・オペレーティング・リース取引（複数回に亘り消費税額の端数処理が行われている場合を

　除きます）についても、「ご請求一覧表」をインボイスとしてご利用いただけます。

　なお、再リースのうち、自動車リース以外で自動更新（年一括払い）については「再リー

　ス手続き完了通知書」をインボイスとして交付します。

・「請求書」（または振替のご案内）にも登録番号を記載しますが、単独ではインボイスの

　要件を充足しない場合もありますので、補助的にご利用いただきますようお願いします。

　（なお、一部のお取引につきましては、請求書は発行しておりません。）

・お支払スケジュールの変更や中途解約などがあった場合は、ご請求一覧表を再交付します

　ので、変更前後のインボイスを保存願います。

　(※)ファイナンス・リースとは、「解約不能」(*1)かつ「フルペイアウト」(*2)の要件を満たすリース

　　　取引を指します。

　　*1 賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること、

　　　またはこれに準ずるものであること。

　　*2 賃借人が、賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、

　　　資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

1



３．2023年9月30日までに開始したファイナンス・リース取引のインボイスについて

・2023年9月30日までに開始したファイナンス･リース取引につきましては、2023年10月以降

　もインボイス無しで仕入税額控除が可能です。

・当社では、2023年9月にリース開始となる契約から記載要件を充足したインボイスを発行

　しますが、上記のとおり、2023年9月30日までに開始したファイナンス･リース取引につ

　いては保存いただく必要はありません。

《お問い合わせ先》

　ご不明な点などございましたら、当社営業担当までご連絡ください。
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お客さまに発行する適格請求書（インボイス）一覧

取引内容
適格請求書

（インボイス）
取引の分類 対象となる契約

インボイス対象
となる金額

1
･ファイナンス
 リース取引
･割賦販売取引

･ご請求一覧表
 (注1)

資産の譲渡
（売買）

･2023年10月1日以後
 に開始のご契約
 (注2)

契約総額

2
･オペレーティング
 リース取引

･ご請求一覧表
 (注3)

3
･再リース
（自動車リース）

･ご請求一覧表

4
･再リース
（自動車リース以外）

･再リース手続き
 完了通知書
 (注4)

5
･メンテナンス・マネ
 ジメント・サービス

･ご請求一覧表
役務の提供
（サービス）

6 ･支払委託契約 ― 消費税非課税

7 ･中途解約

①ご請求一覧表
　(注6)

②請求書

①当初契約総額
　と解約金との
　差額(注6)

②解約金

　(注1)ファイナンスリース取引の消費税額は、リース料総額（契約総額）に消費税率を乗じた金額と

　　　 なります。リース料の各回消費税額の積算額と差額が発生する場合には、初回リース料の消費

　　　 税額で調整いたします。

　(注2)インボイス制度開始前（2023年9月30日までに開始）のファイナンスリース取引については、

　　　 制度上、インボイス書類の発行は不要とされておりますので、改めてインボイスの交付はいた

　　　 しません。なお、お客さまがファイナンスリースの対応として分割控除を選択されている場合

　　　 も同様に、インボイス書類の発行は不要とされております。

　(注3)オペレーティングリース取引で毎回の消費税額に円未満の端数処理が発生する場合は、｢ご請

　　　 求一覧表｣に代えて｢請求書｣（または｢振替のご案内｣）を交付いたします。

　(注4)再リース取引（自動車リース以外）で、自動更新方式による年一括お支払の場合は、｢再リー

　　　 ス手続き完了通知書｣をインボイスとして交付いたしますが、分割お支払の場合は「ご請求一

　　　 覧表｣をインボイスとして交付いたします。

　(注5)2023年9月30日以前に開始したオペレーティングリース取引につきましては、｢ご請求一覧表｣

　　　 を改めて発行して2023年11月末までにお送りします。万一お手元に届かない場合は、当社営

　　　 業担当までご連絡ください。

　(注6)ファイナンスリースの中途解約で解約金（割賦販売は繰上弁済金）が未経過リース料残高と異

　　　 なり、お支払総額が当初契約総額と差額が生じる場合は、｢ご請求一覧表｣（お支払済み分）を

　　　 再交付いたしますので、解約金の｢請求書｣と合わせて保存してください。

①ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、割賦販売(繰上弁済)
 ･当初契約開始日が2023年10月1日
　以後の契約

②オペレーティングリースの解約
 ･解約日が2023年10月1日以後となる
　契約

資産の貸付
（賃貸借）

･開始日に関わらず
 2023年10月1日以後
 にお支払のある
 ご契約
 (注5)

毎回の
お支払額

･開始日に関わらず
 2023年10月1日以後
 にお支払のある
 ご契約

対象外



〔別紙①〕

「ご請求一覧表」のサンプルイメージ

○○○○ 株式会社６

１

２

３

４ ５

1234-56789

【インボイスの記載事項】

①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

②取引年月日

③取引内容

④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜きまたは税込み）

および適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額など

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称



〔別紙②〕

「再リース手続完了通知書（シーラーはがき）」のサンプルイメージ

　【インボイスの記載事項】

　　① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

　　② 取引年月日

　　③ 取引内容

　　④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜きまたは税込み）および適用税率

　　⑤ 税率ごとに区分した消費税額など

　　⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

（10%対象）

事業者登録番号 T4070001000922①

②

③
④

⑤

⑥書類の交付を受ける事業者の名称は宛名書き

【 印字追加 】
（10%対象）
（非課税）

【 印字追加 】

③


